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令和５年度における青森県職業訓練実施計画 

令和５年４月 

                                  

第１ 総則  

１ 計画のねらい  

産業構造の変化、技術の進歩その他の経済的環境の変化の中で、職業の安定、労働

者の地位の向上及び経済社会の発展を図るためには、これらによる業務の内容の変化に

対する労働者の適応性を増大させ、及び円滑な就職に資するよう、労働者に対して適切な

職業能力開発を行う必要がある。このため、都道府県、事業主等が行う職業能力開発に関

する自主的な努力を尊重しつつ、雇用失業情勢等に応じて、国が、職業能力開発促進法

（昭和44年法律第64号。以下「能開法」という。）第16条第１項の規定に基づき設置する公

共職業能力開発施設（以下「公共職業能力開発施設」という。）において実施する職業訓練

（能開法第15条の７第３項の規定に基づき実施する職業訓練（以下「委託訓練」という。）を

含む。以下「公共職業訓練」という。）及び職業訓練の実施等による特定求職者の就職の

支援に関する法律（平成23年法律第47号。以下「求職者支援法」という。）第４条第１項の

規定により厚生労働大臣の認定を受けた職業訓練（以下「求職者支援訓練」という。）の充

実を図ることにより、労働者の十分な職業能力開発の機会を確保する必要がある。  

本計画は、本計画の対象期間（以下「計画期間」という。）中における対象者数等や訓練

内容等を明確にし、計画的な公共職業訓練及び求職者支援訓練（以下「公的職業訓練」と

いう。）の実施を通じて、職業の安定、労働者の地位の向上等を図るものである。 

また、公共職業能力開発施設は、本計画を実施する際に、都道府県労働局、公共職業

安定所、地方公共団体等関係機関との連携を図り、効率的かつ効果的な公共職業訓練の

実施を図るものとする。  

 

２ 計画期間  

計画期間は、 令和５年４月１日から令和６年３月 31 日までとする。  

 

３ 計画の改定  

本計画は、公的職業訓練の実施状況等を踏まえ、必要な場合には改定を行うものとす

る。  

  

第２ 労働市場の動向と課題等  

  １ 労働市場の動向と課題  

新型コロナウイルス感染症の感染拡大後、有効求人倍率や完全失業率の悪化など雇

用への大きな影響が見られたものの、足下の令和４年12月現在では求人の持ち直しの動

きが堅調である。一方、コロナ禍からの経済活動の再開に伴って人手不足感が再び深刻

化し、社会全体での有効な人材活用が必要であり、そのためには、働く方々の意欲と能力
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に応じた多様な働き方を可能とし、賃金上昇の好循環を実現していくことが重要である。 

また、中長期的にみると、我が国は少子化による労働供給制約という課題を抱えている。

こうした中で、我が国が持続的な経済成長を実現していくためには、多様な人材が活躍で

きるような環境整備を進め、一人ひとりの労働生産性を高めていくことが必要不可欠であり、

そのためには、職業能力開発への投資を推進していくことが重要である。 

デジタル・トランスフォーメーションやグリーン・トランスフォーメーション（以下「DX等」とい

う。）の進展といった大きな変革の中で、中小企業等の着実な事業展開、生産性や技能・技

術の向上のために必要となる人材の確保、育成が求められている。加えて、企業規模等に

よってはDX等の進展への対応に遅れがみられることにも留意が必要である。 

こうした変化への対応が求められる中で、地域のニーズに合った人材の育成を推進する

ためには、公的職業訓練のあり方を不断に見直し、離職者の就職の実現に資する公的職

業訓練や、産業界や地域の人材ニーズに合致した在職者の生産性の向上等、多様な職業

能力開発の機会を確保・提供することが重要である。 

特に、デジタル分野については「デジタル田園都市国家構想総合戦略」（令和４年12月

23日閣議決定）等において、デジタル人材が質・量ともに不足していることと、都市圏への

偏在といった課題を解決するために、職業訓練のデジタル分野の重点化に計画的に取り

組むこととしている。 

障害者については、ハローワークにおける新規求職申込件数が増加傾向にあり、障害

者の障害特性やニーズに応じた就職が実現できるよう、一層の環境整備が求められるとと

もに、人生100年時代の到来による職業人生の長期化を踏まえ、今後は雇い入れ後のキャ

リア形成支援を進めていく必要がある。また、障害者の福祉から雇用への移行を促進する

ため、障害者雇用施策と障害者福祉施策が連携を図りつつ、個々の障害者の就業ニーズ

に即した職業能力開発を推進し、障害者の職業の安定を図る必要がある。 

 

２ 直近の公的職業訓練をめぐる状況 

令和４年度の新規求職者は令和４年12月末現在で４５，７８５人（前年同月比97.5％）で

あり、そのうち、求職者支援法第２条に規定する特定求職者に該当する可能性のある者の

数は令和４年12月末現在で２４，１７０人（前年同月比96.2％）であった。 

これに対し、令和４年度の公的職業訓練の受講者数については、以下のとおりである。 

＜令和４年４月～12月＞ 

 

 

 

 

 

第３ 令和５年度の公的職業訓練の実施方針 

    令和３年度の離職者向け公的職業訓練の実施状況を分析すると、 

①  就職率が高く、応募倍率が低い分野（「介護・医療・福祉」）があること 

 受講者数（人） 前年同期比（％） 

離職者に対する公共職業訓練 ９８０ １０８．５ 

求 職 者 支 援 訓 練 ２７０ １４１．４ 

在 職 者 訓 練 １，６１４ １１１．８ 
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② 応募倍率が高く、就職率が低い分野（「デザイン分野」、「営業・販売・事務分野」）が

あること 

③ 委託訓練の計画数と実績の乖離があること（求職者支援訓練の訓練中止率が高い） 

④ デジタル人材が質・量とも不足があること 

といった課題がみられた。 

これらの課題の解消を目指し、令和５年度の公的職業訓練は、以下の方針に基づいて実

施する。 

①については、応募・受講しやすい募集・訓練日程を検討した上で実施するとともに、訓練

コースの内容や効果を踏まえた受講勧奨を強化する。 

②については、求人ニーズに即した訓練内容か、十分な就職支援かについて検討した上

で、運用を見直し、ハローワークと連携した就職支援を強化する。 

③については、ハローワークにおいて、申し込みが低調な訓練コースへの受講勧奨や訓

練説明会の開催や関係機関へのHP掲載など、周知・広報の強化を図る。 

④については、新たな実施機関の開拓及びデジタル分野やｅ-ラーニングによる訓練コー

スの拡充を行い、職業訓練のデジタル分野への重点化を図る。 

 

第４ 計画期間中の公的職業訓練の対象者数等 

  １ 離職者に対する公的職業訓練 （分野別の計画数については、別添参照） 

（１） 離職者に対する公共職業訓練 

  ア 対象者数及び目標 

 

 

 

 

 

イ 職業訓練の内容、職業訓練を設定する上での留意事項等 

離職者に対する公共職業訓練については、訓練内容や訓練コースの設定にについ

て、以下の点を踏まえた実施に努める。 

① 職業訓練の内容等 

・ 職業訓練の内容に応じた様々な民間教育訓練機関を活用した多様な職業能力

開発の機会の提供にあっては、青森県が能開法第16条第１項または第２項の規

定に基づき設置する施設（障害者職業能力開発施設校を除く。）において実施す

る職業訓練との役割分担を踏まえる。 

・ 国の施設内訓練については、民間教育訓練機関では実施できないものづくり分

野において実施する。 

・ 受講者に対する訓練終了前から就職まで一貫した支援のため、ハローワークと

関係機関との連携強化の下、ジョブ・カードを活用したキャリアコンサルティング、

求人情報の提供等の計画的な就職支援を実施する。 

 対象者数（人） 目標就職率（％） 

国 が 実 施 す る 施 設 内 訓 練 ２８２ ８０ 

青森県が実施する施設内訓練 ７０ ８０ 

青森県が実施する委託訓練 １，２７５ ７５ 
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② 分野に応じた訓練コースの設定等 

・ ＩＴ分野、デザイン分野については、デジタル分野の重点化の観点から、ＩＴ、WEB

デザイン関連の資格取得を目指すコースや企業実習を組み込んだ訓練コースの

委託費の上乗せ措置、オンライン訓練（ｅラーニングコース）におけるパソコン等

の貸与に要した経費を委託費の対象とする措置により、訓練コースの設定を推

進する。 

・ IT分野、デザイン分野については、就職率の向上のため、求人ニーズに即した

訓練コースを促進し、十分な就職支援を実施する。 

・ ＩＴ分野、デザイン分野については、職業訓練の受講により取得できるスキル（資

格など）の見える化・明確化を進める一方で、求人企業が求めるスキル等の見え

る化・明確化や、公的職業訓練受講者をターゲットにした求人提出の働きかけの

実施等ハローワークと連携した就職支援を実施する。 

・ ものづくり分野については、ＤＸ等に対応した職業訓練コースを充実させる。 

・ 介護分野については、職場見学・職場体験等を組み込んだ訓練コースの委託費

の上乗せ措置により、訓練コースの設定を促進する。 

・ 介護・医療・福祉分野については、職業訓練の応募倍率の向上のため、応募・

受講しやすい募集・訓練日程を検討した上で実施するとともに、訓練コースの内

容や効果を踏めた受講勧奨を実施する。 

・ 委託訓練については、計画数を踏まえ、十分な訓練機会の確保に努める。 

③ 対象者に応じた訓練コースの設定等 

・ 育児や介護等、多様な事情を抱える求職者等でも受講できるよう実施期間・時

間に配慮した訓練コースや、オンライン訓練（ｅラーニングを含む。）、託児サービ

ス付き訓練コースの設定を推進する。 

・ 雇用のセーフティネットとして、母子家庭の母等のひとり親など特別な配慮や支

援を必要とする求職者に対して、それぞれの特性に応じた職業訓練を実施す

る。 

・ これまで能力開発の機会に恵まれなかった非正規雇用労働者等を対象とした国

家資格の取得等を目指す長期の訓練コースについては、対象となる者の受講促

進に努め、正社員就職に導くことができる充実した訓練の実施を推進する。 

 

（２） 求職者支援訓練 

ア 対象者数及び目標 

 

 

 

 

 イ 求職者支援訓練の内容、職業訓練を設定する上での留意事項等 

① 職業訓練の内容等 

 対象者数（人） 目標就職率（％） 

求 職 者 支 援 訓 練 
５６７ 

（訓練認定規模上限８１０） 

基礎コース５８％ 

実践コース６３％ 
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   求職者支援訓練については、基礎的能力を習得する職業訓練（基礎コース）及び

実践的能力を習得する職業訓練（実践コース）を設定する。 

その際、デジタル分野等の成長分野や新型コロナウイルス感染症の影響により

人材確保がより困難となっている介護等の分野・職種に重点を置くとともに、地域に

おける産業の動向及び求人ニーズを踏まえたものとする。育児中の女性等で再就

職を目指す者、未就職のまま卒業することとなった新規学卒者、コミュ二ケーション

能力等の課題を有する生活困窮者、さらには短時間労働者等不安定な就労者、就

職氷河期世代の者のうち不安定な就労についている者や無業状態の者など、多様

な事情を抱える求職者でも受講できるよう実施期間・時間に配慮した訓練コースや、

オンライン訓練（ｅラーニングを含む。）、託児サービス付き訓練コースの設定を推進

するとともに、地域間の調整を効率よく実施するために、「地域優先枠」を設定する。

設定地域は青森地域（青森、むつ安定所管轄）、八戸地域（八戸安定所管轄）、上

十三地域（野辺地、三沢、十和田安定所管轄）、津軽地域（弘前、五所川原、黒石

安定所管轄）とする。 

２９年度に検証訓練としてコンソーシアム事業で実施した分野（旅行・観光、販売）

のうち、販売分野について「地域ニーズ枠」を専用枠として設定する。 

② 求職者支援訓練の実施計画 

・ 求職者支援訓練の実施計画については、分野、地域、実施時期等について公

共職業訓練の実施計画と一体的に調整した上で、計画することとする。 

           訓練認定規模は、以下のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コース別 分野 地域優先枠 人数 

基 礎 

２８５人 

 青森地域 １０５ 

八戸地域 ７５ 

上十三地域 ６０ 

津軽地域 ４５ 

実 践 

５２５人 

介護系 

９０人 

青森地域 ３０ 

八戸・上十三地域 ３０ 

津軽地域 ３０ 

医療事務系 

６０人 

青森地域 ４５ 

八戸・上十三地域 １５ 

デジタル系 

１５０人 
県内全域 １５０ 

その他の分野 

２１０人 

青森地域 ９０ 

八戸地域 ６０ 

上十三地域 ３０ 

津軽地域 ３０ 

地域ニーズ枠 

１５人 
販売分野専用枠 １５ 
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※ 地域優先枠で認定コース定員が認定上限値を下回った人数（以下、余剰定員とい

う。）が発生した場合には、他の地域での余剰人員の活用も可とする。 

・ 求職者支援訓練は、地域職業訓練実施計画に即して、１か月ごとに認定枠を示

し、４半期ごとに認定する（地域職業訓練実施計画で定めたコース別・分野別の

訓練実施規模を超えて認定はしない。）ものとする。 

また、求職者支援訓練のうち、次の値を上限として地域職業訓練実施計画で

定めた割合以下の範囲で求職者支援訓練に新規参入となる職業訓練を認定す

る。 

・基礎コース 各月計画数全体の30％ 

・実践コース 各月計画数全体の30％ 

       ※ 新規参入枠は、各コース各月計画数全体の３０％が１０人未満の場合には、１０人に切

り上げることとする。 

        ※ 実践コースについては各月の地域ニーズ枠を除いた全分野を合算して共有の枠とす

る。 

・ 申請対象期間の設定数を超える認定申請がある場合は、次のとおり認定するも

のとする。 

・新規参入枠については、職業訓練の案等が良好なものから認定する。 

・上記以外については、求職者支援訓練の就職実績等が良好なものから認 

           定するものとする。 

・ 余剰定員が生じた場合は、次のとおり活用するものとする。 

・認定申請が少ないことにより、実践コースにおいて設定された訓練分野

（（介護系、医療事務系、デジタル系）に余剰定員が発生した場合は、「そ

の他の分野」に余剰定員を振り替える。 

・新規枠で設定枠以上の認定申請があり、実績枠で余剰人員がある場合    

は、新規枠へ余剰人員を振り替える。（第４四半期を除いて、基礎コースと

実践コース間での余剰定員の振替は行わない） 

   ・繰り返した余剰定員については、第４四半期において、基礎コースと実践

コース間の振替や、実践コースの他分野への振替を可とする。 

・ 受講者に対する訓練終了前から就職まで一貫した支援のため、ハローワークと

関係機関との連携強化の下、ジョブ・カードを活用したキャリアコンサティング、求

人情報の提供等の計画的な就職支援を実施する。 

③ 分野に応じた訓練コースの設定等 

・ IT分野、デザイン分野については、デジタル分野の重点化の観点から、IT,WEB

デザイン関連の資格取得を目指す訓練コースへの基本奨励金の上乗せ措置、

企業実習を組み込んだデジタル分野の訓練コースやオンライン訓練（ｅラーニン

グコース）におけるパソコン等の貸与に要した経費への奨励金支給措置により、

訓練コース設定を推進する。 
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・ IT分野、デザイン分野については、就職率の向上のため、求人ニーズに即した

訓練コースを促進し、十分な就職支援を実施すること。 

・ IT分野、デザイン分野については、職業訓練の受講により習得するスキル（資格

など）の見える化・明確化を進める一方で、求人企業が求めるスキル等の見える

化・明確化や、公的職業訓練受講者をターゲットにした求人提出の働きかけの

実施等ハローワークと連携した就職支援を実施する。 

・ 介護分野については、職場見学・職場体験等を組み込んだ訓練コースへの奨励

金支給措置により、訓練コースの設定を促進する。 

・ 介護・医療・福祉分野については、職業訓練の応募倍率の向上のため、応募・

受講しやすい募集・訓練日程の検討した上で実施するとともに、訓練コースの内

容や効果を踏まえた受講勧奨を実施する。 

 

２ 在職者に対する公共職業訓練等 

（１） 対象者数 

 

 

 

 

（２） 職業訓練の内容等 

・ ものづくり分野において、企業の中で中核的役割を果たしている者を対象に、専

門的知識及び技能・技術を習得させる高度なものづくり訓練を実施する。さらに、

生産性向上人材育成支援センターにおいては、広い分野の事業主からのデジタ

ル人材や生産性向上に関する相談等に対応するとともに、課題の解消に向けた

適切な職業訓練のコーディネート等の事業主支援を実施する。 

・ ものづくり分野については、ＤＸ等に対応した職業訓練コースの開発・充実、訓練

内容の見直し等を図る。 

・ 訓練の効果を客観的に把握する観点から、訓練コースの受講を指示した事業主

等に対して、受講者が習得した能力の職場での活用状況について確認する。 

 

３  学卒者に対する公共職業訓練 

（１） 対象者数（Ｒ５入校者数定員） 

 

 

 

 

１２５人（２年課程）については専門課程として、青森県１７５人については普通課

程による公共職業訓練として、それぞれ実施するものとする。 

 

 対象者数（人）  

公共職業訓練（在職者訓練） １，２００ 青森県６６０人、５４０人 

生 産 性 向 上 支 援 訓 練 ７００  

 対象者数（人） 

青 森 県 １７５ 

( 独 ) 高 齢 ・ 障 害 ・ 求 職 者 雇 用 支 援 ６０ 
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（２） 職業訓練の内容等 

・ 産業の基盤を支える人材を養成するために、職業能力開発短期大学校等にお

いて、理論と技能・技術を結びつけた実学融合の教育システムにより、最新の技

能・技術に対応できる高度なものづくりを支える人材（高度実践技能者）を要請

する。特にＤＸ等に対応した職業訓練コースを充実する。 

 

４ 障害者等に対する公共職業訓練 

（１） 対象者数及び目標 

 

 

 

（２） 職業訓練の内容等 

・ 障害者職業能力開発校においては、精神障害者を始めとする職業訓練上特別

な支援を要する障害者を重点的に受け入れて、個々の受講者の障害の特性等

に応じた公共職業訓練を一層推進する。 

・ 青森県が職業能力開発校において、精神保健福祉士等の配置、障害者に対す

る職業訓練技法等の普及を推進することにより、精神障害者等を受け入れるた

めの体制整備に努める。 

・ 障害者委託訓練の設定については、就職に結びつきやすい実践能力習得訓練

コースの訓練期間の柔軟化や委託先開拓業務等の外部委託の活用等により、

精神障害者向けの訓練コース設定を促進しつつ、委託元である青森県が関係

機関と連携を図り、対象となる障害者の確保、法定雇用率が未達成である企業

や障害者の雇用の経験の乏しい企業を含めた委託先の新規開拓に取り組む。

障害者委託訓練のうち知識・技能習得訓練コース等において、障害を補うため

の職業訓練支援機器等を活用した場合、職場実習機会を付与した場合や就職

した場合の経費の追加支給を実施するなど、訓練内容や就職支援の充実を図り

ながら、引き続き推進する。 

・ 障害者の就業ニーズ及び企業の人材ニーズを踏まえ、訓練コースの見直しを実

施する。 

・ 定員の充足状況や修了者の就職実績が低調なものについては、その原因の把

握及び分析を行った上で、その内容等の見直しを図るほか、当該公共職業訓練

の受講者に対し、公共職業安定所等との連携強化の下、当該公共職業訓練の

開始時から計画的な就職支援を実施する。 

・ 「職業能力開発施設における障害者職業訓練の在り方について」（障害者職業

能力開発校の在り方に関する検討会報告書）を踏まえた取組を推進する。 

 

第５ その他、職業能力の開発及び向上の促進のための取組等 

１ 関係機関との連携 

 対象者数（人） 目標就職率（％） 

施 設 内 訓 練 ４０ ６０ 

委 託 訓 練 ４０ ５５ 
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公的職業訓練全体の訓練規模、分野及び時期において職業訓練の機会及び受講者を

適切に確保するとともに、公的職業訓練を効果的に実施し、訓練修了者の就職を実現して

いく上で、青森県、青森労働局及び独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援青森支部、

訓練実施機関の団体や労使団体等の幅広い理解・協力が求められる。 

このため、令和５年度においても、青森県職業能力開発促進協議会を通じて、関係者の

連携・協力の下に、地域の実情を踏まえた、計画的で実効のある職業訓練を推進する必要

がある。 

また、協議会ワーキング・グループにおいて公的職業訓練の効果の検証を行い、訓練カ

リキュラム等の改善を図るとともに、求人ニーズに沿った職業訓練コースを設定する。 

 

２ 地域の人への投資（リスキリング）の推進 

地域に必要な人財確保（中小企業、農林水産、介護等）のため、デジタル・グリーン等成

長分野に関するリスキリングの推進に資する経営者等の意識改革・理解促進、リスキリン

グの推進サポート、従業員の理解促進・リスキリング支援等を検討していく。 

 


